
八王子市のごみ・資源物の分別と出し方八王子市のごみ・資源物の分別と出し方
※収集日は、「ごみ・資源物収集カレンダー」でご確認を。
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市で収集します　※資源物やごみは収集日当日の朝８時３０分までに出してください（一部早朝収集地区は朝７時３０分まで）。
資源物 ごみ

①
プラスチック

②
ペットボトル

③
びん

④
缶

⑤
紙類

⑥
古着・古布

⑦
可燃ごみ

⑧
不燃ごみ

⑨
有害ごみ

⑩
粗大ごみ

市で収集しません

エアコン、テレビ、
冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・衣類乾燥機

パソコン
（デスクトップ型・ノート型）

■タイヤ　
■オートバイ
■建設廃材　
■塗料・農薬
■バッテリー　
■消火器
■ピアノ　など

→販売店やメーカー
　または専門業者に
　依頼する

電話やインターネットにより
メーカーに回収を申し込む

■ボトル容器 ■カップ類

■パック類 ■チューブ類

■袋類

Ｐ16～

ご自宅前の道路に面した敷地内

資源物集積所 可燃ごみ集積所 不燃ごみ集積所

Ｐ26 Ｐ24 Ｐ25 Ｐ20～ Ｐ27 Ｐ10～ Ｐ12～ Ｐ14～ Ｐ28～

ごみ・資源物の出し方に
関するお問い合わせは
「ごみ総合相談センター」へ
ＴＥＬ：042-696-5353

Ｐ33～

■ネット類

■発泡スチロール製
　容器　

■発泡スチロール製
　緩衝材

■生ごみ
（水を切って）
■貝殻
■感熱紙、写真、
　汚れた紙 など

■たばこの吸殻
■乾燥剤

■おむつ　
（おむつ専用袋も利用できます）
　　　　　　　　　　　　　など

■樹木の枝・葉など
　枝は2束、雑草・芝・葉は2袋
　まで無料収集します。
　（透明・半透明の袋に入れて
　 出してください。）

■革製品
■ゴム製品

■プラスチック
　製のおもちゃ、
　文具など

このマークが
目印です

■清涼飲料

■酒類
■みりん
■しょうゆ

※キャップは
　プラスチックへ

このマークが
目印です

■飲料用

■食品用

■化粧品用

※プラスチック製
　のキャップは
　プラスチックへ

※乳白色のびん、
　マニキュアの
　びん、農薬など
　のびんは不燃
　ごみへ

※金属製の
　キャップは
　不燃ごみへ

■飲料用

■食品用

※カセットコンロ
　のボンベや
　スプレー缶は
　使い切ってから
　不燃ごみへ

■新聞・チラシ

■雑誌・雑紙

■ダンボール

■紙パック

ひもでしばる 透明・半透明の
袋に入れる

透明・半透明の
袋に入れる

市の清掃施設に
持ち込むか、
ごみ総合相談
センター
（ＴＥＬ042-
696-5353）に
収集を依頼する

指定収集袋
（黄色）に入れる

指定収集袋（青色）に入れる

（内側が白色以外
 のものも含む）

■戸建住宅･･･家庭で用意していただく容器に入れて出してください。
■集合住宅･･･それぞれの集合住宅の出し方に従って出してください。

ざつがみ

■金属類 ■ふとん
■じゅうたん
■タンス
■ソファー
■自転車
■机

※不燃ごみの横に
　出してください

※小型充電式電池
　は、販売店の
　回収ボックスへ

■電球

■アルミホイル

など

など

■スプレー缶
（必ず使い切って）

■せともの
■ガラス類

■蛍光管

■乾電池

■ボタン電池

■水銀体温計
  （水銀温度計・
   水銀血圧計）

■身に着ける
　衣類
（カッパを除く）

■カーテン

■シーツ
■毛布
■タオル

※ボタンや
　ファスナーは
　付けたまま
　出してください

※出す前に
　洗濯してください

 など
など
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市の施設で
処理ができないもの

八王子市ホームページ「ごみ・リサイクル」　http://www.city.hachioji.tokyo.jp/gomi/index.html 発行 八王子市環境部ごみ減量対策課 (平成22年9月)
　　ＴＥＬ：042-620-7256 ＦＡＸ：042-626-4506

①販売店へ依頼する

②市の指定業者に依頼する

③自分で指定引き取り場所
に持ち込む

（パンフレット、菓子
やティッシュの箱、
トイレットペーパー
の芯など）


